
「定額給付金」の支給手続きは、ATM操作ではできません!!

次のようなことには充分お気をつけください。

定額給付金をよそおった
詐欺にご注意ください!!

緊急のお知らせ

市町村や総務省などが
ATMの操作をお願いするこ
とは、絶対にありません。

ATMを自分で操作して、他
人からお金を振り込んでも
らうことは絶対にできませ
ん。

市町村や総務省などが、
「定額給付金」の給付のた
めに、手数料などの振込を
求めることは絶対にありませ
ん。

給付の申請書の送付前
に、市町村や総務省などが
住民の皆様の世帯構成や
預金口座番号などの個人
情報を照会することは、絶
対にありません。

※詳しくは総務省ホームページをご参照ください。

支給手続きは次のように行ないます。

市町村から各ご家庭へ定額給付金申請書が送付されます。

▼

　　　　詳しくは市町村にお問合せください。

申請書をご記入の上、返信用封筒に入れて返送してください。

▼
ご指定の金融機関口座に世帯全員分が一括して振り込まれます。

（注）各市町村により手続きの方法が異なる場合がございますので、


